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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
四
百
六
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う

に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

甲
州
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

甲
州
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
四
百
六
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う

に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

甲
州
市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
甲
州
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

甲
州
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

甲
州
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
四
百
六
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
八
十
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

七
七
三

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
三
年

十
一
月
十
日

第
二
千
百
八
十
号

木　曜　日



に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

甲
州
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

甲
州
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

甲
州
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
四
百
六
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
八
ヶ
岳
東
部
地
区
小
池
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次

の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
縦
覧
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
九
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

北
杜
市
役
所

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
四
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号

県
営
土
地
改
良
事
業
（
西
島
地
区
た
め
池
等
整
備
事
業
）
の
工
事
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
七
日
を

も
っ
て
完
了
し
た
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
告
示
第
四
百
六
十
八
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
収
用
事
業
の
認
定
を
し
た
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
起
業
者
の
名
称

笛
吹
市

二
　
事
業
の
種
類

八
代
ふ
る
さ
と
公
園
拡
張
整
備
事
業

三
　
起
業
地

１
　
収
用
の
部
分
　
笛
吹
市
八
代
町
岡
字
稲
山
原
及
び
妙
善
屋
敷
及
び
上
の
原
地
内

２
　
使
用
の
部
分
　
な
し

四
　
事
業
を
認
定
し
た
理
由

１
　
法
第
二
十
条
第
一
号
要
件

八
代
ふ
る
さ
と
公
園
拡
張
整
備
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。）
は
、
法
第
三
条
第
三

十
二
号
に
掲
げ
る
「
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
公
園
」
事
業
に
該
当
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

２
　
法
第
二
十
条
第
二
号
要
件

起
業
者
は
、
本
件
事
業
の
実
施
に
あ
た
り
、
既
に
必
要
な
予
算
措
置
を
講
じ
て
い
る
。
ま
た
、

財
源
と
し
て
、
国
庫
補
助
金
（
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
）
の
交
付
決
定
を
受
け
て
い
る
こ
と

か
ら
、
当
該
事
業
を
遂
行
す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

３
　
法
第
二
十
条
第
三
号
要
件

（一）

申
請
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益

公
園
は
、
笛
吹
市
へ
の
合
併
以
前
の
八
代
町
に
お
い
て
平
成
二
年
度
か
ら
、
五
回
に
渡
っ
て

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
八
十
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

七
七
四



事
業
認
定
を
行
う
な
ど
、
順
次
継
続
し
て
整
備
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
在
、
次

の
課
題
を
有
し
て
い
る
。

a

公
園
内
に
保
存
さ
れ
て
い
る
山
梨
県
指
定
遺
跡
「
岡
・
銚
子
塚
古
墳
」
は
、
山
梨
県
内
屈

指
の
規
模
を
誇
る
古
墳
で
、
貴
重
な
史
跡
で
あ
る
が
、
周
溝
部
の
一
部
が
未
だ
民
有
地
で
あ

る
こ
と
も
あ
り
、
保
存
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
。

s

公
園
は
、
笛
吹
市
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て
、
災
害
時
の
飛
行
場
外
離
着
陸
場
に
指
定
さ

れ
て
い
る
が
、
災
害
時
の
物
資
輸
送
の
中
継
ス
ペ
ー
ス
及
び
搬
出
路
が
未
整
備
で
あ
り
、
防

災
機
能
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
こ
と
。

d

八
代
ふ
る
さ
と
公
園
基
本
構
想
で
計
画
さ
れ
た
公
園
の
付
随
施
設
で
あ
る
駐
車
場
整
備
が

不
十
分
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
週
末
を
中
心
に
駐
車
場
が
不
足
し
て
お
り
、
公
園
利
用
者
の

安
全
が
確
保
で
き
ず
、
周
辺
の
交
通
に
も
弊
害
が
生
じ
て
い
る
こ
と
。

f

公
園
周
辺
部
に
は
、
保
育
所
や
老
人
ホ
ー
ム
と
い
っ
た
社
会
福
祉
施
設
が
多
く
立
地
し
、

通
年
利
用
者
が
多
く
存
在
し
て
い
る
が
、
緑
地
や
木
陰
で
の
休
憩
ス
ペ
ー
ス
が
不
足
し
て
お

り
、
利
用
者
に
と
っ
て
の
魅
力
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
。

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
、
文
化
財
（
史
跡
）
の
保
全
・
保
護
、
防
災
機
能
の
拡
充
整
備
、

更
に
は
駐
車
場
不
足
の
解
消
、
緑
地
・
木
陰
ス
ペ
ー
ス
の
整
備
と
い
っ
た
課
題
へ
の
対
応
が
図

れ
る
な
ど
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
相
当
程
度
存
す
る
と
認
め
ら

れ
る
。

（二）

申
請
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
周
辺
環
境
に
与
え
る
影
響
は
、
工
事
中
の
騒
音
、
振
動
等
が
考
え

ら
れ
る
が
、
起
業
者
は
工
事
施
工
に
あ
た
っ
て
は
、
低
騒
音
型
重
機
の
使
用
や
必
要
な
防
護
柵

を
設
置
し
、
日
曜
日
や
祝
日
、
夜
間
に
は
工
事
を
実
施
せ
ず
、
周
辺
住
民
と
協
議
を
行
い
安
全

管
理
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
本
件
事
業
の
土
地
は
、
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
で
あ
る
た
め
、
起
業
地
は
笛
吹
市
教
育

委
員
会
と
の
協
議
に
よ
り
、
盛
土
構
造
を
基
調
と
し
た
敷
地
造
成
計
画
と
し
、
現
況
地
盤
よ
り

三
十
㎝
以
上
の
掘
削
が
生
じ
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
笛
吹
市
教
育
委
員
会
の
立
ち
会
い
の
元
に

施
工
す
る
こ
と
、
駐
車
場
の
出
入
口
等
で
面
的
に
切
土
造
成
が
必
要
な
箇
所
に
お
い
て
は
、
文

化
財
の
記
録
保
存
の
た
め
の
発
掘
調
査
を
実
施
し
、
発
掘
調
査
の
規
模
等
に
つ
い
て
は
笛
吹
市

教
育
委
員
会
と
協
議
し
決
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
。

（三）

代
替
案
と
の
比
較

事
業
の
施
行
位
置
に
つ
い
て
は
、
公
園
の
周
辺
に
あ
っ
て
必
要
な
面
積
が
確
保
で
き
、
ま
た
、

公
園
と
の
位
置
関
係
、「
岡
・
銚
子
塚
古
墳
」
の
保
全
や
道
路
と
の
ア
ク
セ
ス
、
防
災
対
策
、

周
辺
景
観
へ
の
影
響
、
造
成
、
物
件
移
転
、
経
済
性
等
の
要
件
を
考
慮
し
選
定
さ
れ
た
三
案
に

つ
い
て
比
較
検
討
し
た
結
果
、
本
件
事
業
の
起
業
地
が
、
こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
す
最
も
合
理

的
な
も
の
と
し
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（四）

比
較
衡
量

（一）
で
述
べ
た
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
（二）
で
述
べ
た
失
わ
れ
る
利
益
を
比
較
衡
量
し
た
結

果
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め

ら
れ
る
と
と
も
に
、
（三）
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
件
事
業
の
起
業
地
は
、
代
替
案
と
比
較
し
て
最

も
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
且
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
認
め

ら
れ
る
の
で
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

４
　
法
第
二
十
条
第
四
号
要
件

（一）

申
請
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性

公
園
内
に
保
存
さ
れ
て
い
る
山
梨
県
指
定
遺
跡
「
岡
・
銚
子
塚
古
墳
」
の
周
溝
部
の
一
部
が

未
だ
民
有
地
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
保
存
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
、
災
害
時
の
飛
行
場
外
離
着

陸
場
の
災
害
時
の
物
資
輸
送
の
中
継
ス
ペ
ー
ス
及
び
搬
出
路
等
が
未
整
備
で
あ
り
、
防
災
機
能

と
し
て
不
十
分
で
あ
る
こ
と
、
八
代
ふ
る
さ
と
公
園
基
本
構
想
で
計
画
さ
れ
た
公
園
の
付
随
施

設
で
あ
る
駐
車
場
整
備
が
不
十
分
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
週
末
を
中
心
に
駐
車
場
が
不
足
し
て

お
り
、
公
園
利
用
者
の
安
全
が
確
保
で
き
ず
、
周
辺
の
交
通
に
も
弊
害
が
生
じ
て
い
る
こ
と
な

ど
の
現
状
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
早
期
に
本
件
事
業
を
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

（二）

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
適
切
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
。

a

古
墳
保
護
帯
に
お
い
て
は
、
笛
吹
市
文
化
財
審
議
会
か
ら
答
申
さ
れ
た
周
溝
部
か
ら
十
五

ｍ
の
保
護
範
囲
で
あ
る
こ
と
。

s

駐
車
場
に
お
い
て
は
、
災
害
時
の
資
材
仮
置
場
等
と
し
て
の
必
要
性
と
と
も
に
、
平
時
の

使
用
に
は
都
市
公
園
利
用
実
態
調
査
に
よ
る
存
園
者
数
か
ら
、
必
要
駐
車
台
数
に
よ
り
敷
地

面
積
を
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

d

桜
と
芝
の
広
場
に
お
い
て
は
、
園
路
、
災
害
時
資
材
仮
置
場
、
植
栽
地
、
散
策
路
等
必
要

最
小
限
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

f

遊
び
の
広
場
に
お
い
て
は
、
想
定
利
用
者
数
か
ら
算
出
し
た
遊
具
の
台
数
に
必
要
な
面
積

に
と
ど
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ま
た
、
起
業
地
の
範
囲
に
お
い
て
、
一
時
的
な
利
用
に
供
さ
れ
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、
使
用

に
は
な
じ
ま
な
い
た
め
、
収
用
す
る
こ
と
は
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
八
十
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

七
七
五



（三）

収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
性

以
上
に
よ
り
、
本
件
事
業
は
、「
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
」
と
認
め
ら
れ

る
の
で
、
土
地
収
用
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

５
　
結
論

１
か
ら
４
ま
で
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
す
べ
て
充
足

す
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

よ
っ
て
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

五
　
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

笛
吹
市
建
設
部
ま
ち
づ
く
り
整
備
課

山
梨
県
告
示
第
四
百
六
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

白
井
甲
州
線

甲
州
市
塩
山
上
於
曽
字
宮
村
一
〇
三

九
一
・
五
平
成
二
十
三

五
番
の
三
地
先
か
ら

年
十
一
月
十

甲
州
市
塩
山
上
於
曽
字
宮
村
一
〇
二

日

八
番
の
三
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
四
百
七
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
一
日
ま

で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

四
日
市
場
上

上
野
原
市
鶴
島
字
石
割
三
五
三
四
番

一
〇
六
・
五
平
成
二
十
三

野
原
線

の
六
一
地
先
か
ら

年
十
一
月
二

上
野
原
市
鶴
島
字
石
割
三
四
二
一
番

十
二
日

の
二
二
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
四
百
七
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
　
線
　
名
　
一
三
七
号

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

笛
吹
市
御
坂
町
藤
野
木
字
ヲ
子
バ
一
八
九
六
番
の

旧

一
五
・
一
〜

六
六
六
・
〇

五
地
先
か
ら

六
五
・
七

笛
吹
市
御
坂
町
藤
野
木
字
榛
ノ
木
一
八
九
九
番
の

三
八
地
先
ま
で

新

一
五
・
一
〜

六
六
六
・
〇

一
五
九
・
五

山
梨
県
告
示
第
四
百
七
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明
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梨
県
公
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一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
富
士
河
口
湖
笛
吹
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

笛
吹
市
御
坂
町
藤
野
木
字
杤
木
沢
一
九
〇
〇
番
の

旧

八
・
一
〜

七
三
・
〇

一
地
先
か
ら

一
一
・
一

笛
吹
市
御
坂
町
藤
野
木
字
杤
木
沢
一
九
〇
〇
番
の

二
地
先
ま
で

新

八
・
一
〜

七
三
・
〇

一
五
・
六

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
七
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
え
が
お
勝
沼

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
三
森
　
斉

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
甲
州
市
勝
沼
町
菱
山
千
四
百
二
十
五
番
地

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
都
市
住
民
と
の
交
流
を
図
り
つ
つ
耕
作
放
棄
地
を
利
用
し
た
農
畜
産
業
を
振
興

し
、
耕
作
放
棄
地
を
持
続
的
生
産
可
能
な
農
地
と
し
て
復
活
さ
せ
、
地
域
社
会
の
発
展
と
雇
用
創

出
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
七
日
ま
で

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
八
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
寺
子
屋
虹

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
松
浦
貫
四
郎

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
笛
吹
市
御
坂
町
成
田
五
百
五
十
一
番
地

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
児
童
及
び
親
と
そ
の
家
族
に
対
し
て
、
放
課
後
毎
日
安
心
し
て
生
活
が
送
れ
る

場
を
提
供
し
、
学
習
能
力
を
一
定
以
上
に
引
き
上
げ
、
ま
た
日
本
の
文
化
を
学
ぶ
家
庭
教
育
支
援

及
び
ネ
イ
テ
ィ
ブ
な
英
会
話
を
身
に
着
け
る
な
ど
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
教
育
支
援
事
業
を
行
い
、
児

童
の
人
間
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
日
ま
で

'

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び

第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
を
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

名
　
　
称

所
　
在
　
地

介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指
定
年
月
日

事
業
所
番
号

あ
す
か
居
宅
介

甲
府
市
屋
形
二

一
九
七
〇
一
〇

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
三
年

護
支
援
事
業
所

丁
目
二
番
二
二

三
一
一
三

四
月
一
日

号
ハ
イ
ツ
屋
形

一
〇
二
号

あ
い
山
城

甲
府
市
上
今
井

一
九
七
〇
一
〇

通
所
介
護
及
び
介
護
予
平
成
二
十
三
年

町
五
七
一
番
地

三
〇
八
九

防
通
所
介
護

四
月
一
日

四

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
八
十
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

七
七
七



有
限
会
社
福
寿

中
央
市
布
施
三

一
九
七
二
三
〇

通
所
介
護
及
び
介
護
予
平
成
二
十
三
年

会
な
ご
や
か

九
二
四
番
地
一

〇
一
五
四

防
通
所
介
護

四
月
一
日

甲
州
市
大
和
デ

甲
州
市
大
和
町

一
九
七
二
二
〇

通
所
介
護
及
び
介
護
予
平
成
二
十
三
年

イ
サ
ー
ビ
ス
セ

田
野
七
七
番
地

〇
一
三
一

防
通
所
介
護

四
月
一
日

ン
タ
ー

ゆ
う
フ
レ
ン
ズ

南
巨
摩
郡
身
延

一
九
七
〇
七
〇

通
所
介
護
及
び
介
護
予
平
成
二
十
三
年

町
身
延
三
六
三

一
一
一
四

防
通
所
介
護

四
月
一
日

七
番
地

優
し
い
時
間
田

都
留
市
田
野
倉

一
九
七
一
一
〇

通
所
介
護
及
び
介
護
予
平
成
二
十
三
年

野
倉

一
二
〇
五
番
地

〇
三
〇
八

防
通
所
介
護

四
月
一
日

二

富
士
吉
田
市
福

富
士
吉
田
市
下

一
九
七
一
二
〇

通
所
介
護

平
成
二
十
三
年

祉
ホ
ー
ル
指
定

吉
田
一
九
〇
〇

〇
四
六
二

四
月
一
日

通
所
介
護
事
業

番
地
一

所富
士
吉
田
市
福

富
士
吉
田
市
下

一
九
七
一
二
〇

介
護
予
防
通
所
介
護

平
成
二
十
三
年

祉
ホ
ー
ル
指
定

吉
田
一
九
〇
〇

〇
四
六
二

四
月
一
日

介
護
予
防
通
所

番
地
一

介
護
事
業
所

富
士
吉
田
市
福

富
士
吉
田
市
下

一
九
七
一
二
〇

訪
問
介
護

平
成
二
十
三
年

祉
ホ
ー
ル
指
定

吉
田
一
九
〇
〇

〇
四
六
二

四
月
一
日

訪
問
介
護
事
業

番
地
一

所富
士
吉
田
市
福

富
士
吉
田
市
下

一
九
七
一
二
〇

介
護
予
防
訪
問
介
護

平
成
二
十
三
年

祉
ホ
ー
ル
指
定

吉
田
一
九
〇
〇

〇
四
六
二

四
月
一
日

介
護
予
防
訪
問

番
地
一

介
護
事
業
所

富
士
吉
田
市
福

富
士
吉
田
市
下

一
九
七
一
二
〇

訪
問
入
浴
介
護

平
成
二
十
三
年

祉
ホ
ー
ル
指
定

吉
田
一
九
〇
〇

〇
四
六
二

四
月
一
日

訪
問
入
浴
介
護

番
地
一

事
業
所

富
士
吉
田
市
福

富
士
吉
田
市
下

一
九
七
一
二
〇

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
平
成
二
十
三
年

祉
ホ
ー
ル
指
定

吉
田
一
九
〇
〇

〇
四
六
二

護

四
月
一
日

介
護
予
防
訪
問

番
地
一

入
浴
介
護
事
業

所富
士
吉
田
市
福

富
士
吉
田
市
下

一
九
七
一
二
〇

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
三
年

祉
ホ
ー
ル
指
定

吉
田
一
九
〇
〇

〇
四
七
一

四
月
一
日

居
宅
介
護
支
援

番
地
一

事
業
所

い
い
の
ク
リ
ニ

韮
崎
市
本
町
二

一
九
一
〇
九
一

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
三
年

ッ
ク

丁
目
一
四
番
一

〇
七
〇
〇

理
指
導
（
み
な
し
）、
四
月
一
日

五
号

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
み
な

し
）
、
介
護
予
防
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
み
な
し
）、
介
護
予

防
訪
問
看
護
（
み
な
し

）
、
居
宅
療
養
管
理
指

導
（
み
な
し
）
、
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
み
な
し
）
、
訪
問
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン（

み
な
し
）、
訪
問
看
護

（
み
な
し
）

ウ
エ
ル
シ
ア
薬

甲
府
市
富
竹
二

一
九
四
〇
一
一

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
三
年

局
甲
府
富
竹
店

丁
目
一
番
二
二

三
七
〇
五

理
指
導
（
み
な
し
）
及
四
月
一
日

号

び
居
宅
療
養
管
理
指
導

（
み
な
し
）

加
納
岩
歯
科
医

山
梨
市
上
神
内

一
九
三
〇
二
〇

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
三
年

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
八
十
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

七
七
八



院

川
一
一
三
五
番

〇
三
六
三

理
指
導
（
み
な
し
）
、
四
月
一
日

地
一

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
み
な

し
）
、
介
護
予
防
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
み
な
し
）
、
介
護
予

防
訪
問
看
護
（
み
な
し

）
、
居
宅
療
養
管
理
指

導
（
み
な
し
）
、
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
み
な
し
）
、
訪
問
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（

み
な
し
）、
訪
問
看
護

（
み
な
し
）

住
吉
薬
局

甲
府
市
住
吉
二

一
九
四
〇
一
〇

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
三
年

丁
目
一
番
一
号

三
七
一
四

理
指
導
（
み
な
し
）
及
四
月
一
日

び
居
宅
療
養
管
理
指
導

（
み
な
し
）

三
井
歯
科
ク
リ

北
杜
市
須
玉
町

一
九
三
一
九
〇

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
三
年

ニ
ッ
ク

若
神
子
三
〇
九

〇
二
四
三

理
指
導
（
み
な
し
）
、
四
月
一
日

四
番
地

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
み
な

し
）
、
介
護
予
防
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
み
な
し
）
、
介
護
予

防
訪
問
看
護
（
み
な
し

）
、
居
宅
療
養
管
理
指

導
（
み
な
し
）
、
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
み
な
し
）
、
訪
問
看

護
（
み
な
し
）

メ
ロ
デ
ィ
ー
調

笛
吹
市
石
和
町

一
九
四
一
八
一

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
三
年

剤
薬
局
笛
吹
店

四
日
市
場
二
〇

〇
三
六
六

理
指
導
（
み
な
し
）
及
四
月
一
日

三
一
番
地
三
八

び
居
宅
療
養
管
理
指
導

（
み
な
し
）

な
か
む
ら
内
科

甲
府
市
武
田
三

一
九
一
〇
一
〇

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
三
年

ク
リ
ニ
ッ
ク

丁
目
三
番
一
一

五
六
三
二

理
指
導
（
み
な
し
）
、
四
月
一
日

号

介
護
予
防
訪
問
看
護
（

み
な
し
）
、
居
宅
療
養

管
理
指
導
（
み
な
し
）

、
訪
問
看
護
（
み
な
し

）

ほ
そ
だ
ク
リ
ニ

甲
府
市
長
松
寺

一
九
一
〇
一
〇

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
三
年

ッ
ク

町
一
番
地
三

五
六
二
四

理
指
導
（
み
な
し
）
、
四
月
三
日

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
み
な

し
）
、
介
護
予
防
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
み
な
し
）
、
介
護
予

防
訪
問
看
護
（
み
な
し

）
、
居
宅
療
養
管
理
指

導
（
み
な
し
）
、
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
み
な
し
）
、
訪
問
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（

み
な
し
）
、
訪
問
看
護

（
み
な
し
）

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

甲
斐
市
篠
原
八

一
九
七
一
七
〇

通
所
介
護
及
び
介
護
予
平
成
二
十
三
年

ア
ロ
ハ

四
五
番
地
一

〇
四
四
六

防
通
所
介
護

四
月
十
四
日

山
な
し
　
こ
あ

上
野
原
市
鶴
島

一
九
七
二
〇
〇

通
所
介
護
及
び
介
護
予
平
成
二
十
三
年

ら
指
定
通
所
介

五
八
九
番
地
四

〇
二
一
八

防
通
所
介
護

四
月
十
五
日

護
事
業
所

介
護
サ
ー
ビ
ス

大
月
市
駒
橋
一

一
九
七
一
四
〇

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
三
年

さ
さ
ご

丁
目
九
番
一
六

〇
五
〇
〇

四
月
十
五
日

号

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
八
十
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日
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七
九



小
俣
歯
科
医
院

都
留
市
田
野
倉

一
九
三
一
一
〇

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
三
年

古
沢
一
三
二
二

〇
三
八
〇

理
指
導
（
み
な
し
）
、
四
月
二
十
三
日

番
地
一

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
み
な

し
）
、
介
護
予
防
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
み
な
し
）
、
介
護
予

防
訪
問
看
護
（
み
な
し

）
、
居
宅
療
養
管
理
指

導
（
み
な
し
）
、
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
み
な
し
）
、
訪
問
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（

み
な
し
）
、
訪
問
看
護

（
み
な
し
）

小
山
荘
デ
イ
サ

笛
吹
市
八
代
町

一
九
七
〇
五
〇

介
護
予
防
通
所
介
護

平
成
二
十
三
年

ー
ビ
ス
セ
ン
タ

北
七
六
〇
番
地

〇
一
〇
二

五
月
一
日

ーデ
イ
サ
ー
ビ
ス

西
八
代
郡
市
川

一
九
七
〇
六
〇

通
所
介
護
及
び
介
護
予
平
成
二
十
三
年

セ
ン
タ
ー
　
さ

三
郷
町
上
野
二

〇
四
二
三

防
通
所
介
護

五
月
一
日

く
ら
ん
ぼ

六
七
〇
番
地
五

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ

北
杜
市
長
坂
町

一
九
七
一
九
〇

訪
問
介
護
及
び
介
護
予
平
成
二
十
三
年

ー
シ
ョ
ン
　
ね

富
岡
一
八
八
番

〇
四
一
八

防
訪
問
介
護

五
月
一
日

こ
の
手

地
三

縁
ヘ
ル
パ
ー
ス

甲
府
市
酒
折
一

一
九
七
〇
一
〇

訪
問
介
護
及
び
介
護
予
平
成
二
十
三
年

テ
ー
シ
ョ
ン

丁
目
四
番
一
〇

三
一
三
九

防
訪
問
介
護

五
月
一
日

号

縁
指
定
居
宅
介

甲
府
市
酒
折
一

一
九
七
〇
一
〇

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
三
年

護
支
援
事
業
所

丁
目
四
番
一
〇

三
一
二
一

五
月
一
日

号

介
護
２
４
南
ア

南
ア
ル
プ
ス
市

一
九
七
一
六
〇

訪
問
介
護
及
び
介
護
予
平
成
二
十
三
年

ル
プ
ス

在
家
塚
二
二
三

〇
八
四
四

防
訪
問
介
護

五
月
一
日

四
番
地
三
九

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

南
ア
ル
プ
ス
市

一
九
七
一
六
〇

訪
問
介
護
及
び
介
護
予
平
成
二
十
三
年

あ
る
が

徳
永
一
八
八
四

〇
八
五
一

防
訪
問
介
護

五
月
一
日

番
地

訪
問
看
護
ス
テ

富
士
吉
田
市
緑

一
九
七
一
二
〇

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
三
年

ー
シ
ョ
ン
さ
く

ヶ
丘
二
丁
目
六

〇
四
八
八

五
月
一
日

ら
指
定
居
宅
介

番
一
二
号
メ
ゾ

護
支
援
事
業
所

ン
グ
リ
ー
ン
ヒ

ル
一
階

訪
問
看
護
ス
テ

富
士
吉
田
市
緑

一
九
七
一
二
〇

訪
問
看
護
及
び
介
護
予
平
成
二
十
三
年

ー
シ
ョ
ン
さ
く

ヶ
丘
二
丁
目
六

〇
四
八
八

防
訪
問
看
護

五
月
一
日

ら

番
一
二
号
メ
ゾ

ン
グ
リ
ー
ン
ヒ

ル
一
階

ケ
ア
シ
ョ
ッ
プ

南
都
留
郡
富
士

一
九
七
一
三
〇

福
祉
用
具
貸
与
、
介
護
平
成
二
十
三
年

ま
る
や
ま

河
口
湖
町
勝
山

〇
五
五
一

予
防
福
祉
用
具
貸
与
、
五
月
一
日

一
二
二
三
番
地

特
定
福
祉
用
具
販
売
、

五

特
定
介
護
予
防
福
祉
用

具
販
売

コ
モ
ア
ケ
ア
セ

上
野
原
市
コ
モ

一
九
七
一
五
〇

介
護
予
防
訪
問
介
護

平
成
二
十
三
年

ン
タ
ー
あ
い
里

ア
し
お
つ
一
丁

〇
一
九
二

五
月
一
日

目
四
一
番
一
号

み
さ
き
薬
局

甲
府
市
武
田
三

一
九
四
〇
一
一

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
三
年

武
田

丁
目
二
番
一
八

三
七
二
一

理
指
導
（
み
な
し
）
及
五
月
一
日

号

び
居
宅
療
養
管
理
指
導

（
み
な
し
）

塩
山
皮
フ
科

甲
州
市
塩
山
下

一
九
一
九
一
二

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
三
年

塩
後
三
三
六
番

二
〇
〇
二

理
指
導
（
み
な
し
）
、

五
月
一
日

地
一

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
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リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
み
な

し
）
、
介
護
予
防
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
み
な
し
）
、
介
護
予

防
訪
問
看
護
（
み
な
し

）
、
居
宅
療
養
管
理
指

導
（
み
な
し
）
、
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
み
な
し
）
、
訪
問
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（

み
な
し
）
、
訪
問
看
護

（
み
な
し
）

富
士
上
野
原
歯

上
野
原
市
上
野

一
九
三
二
〇
〇

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
三
年

科

原
一
七
〇
五
番

〇
一
六
七

理
指
導
（
み
な
し
）
、
五
月
一
日

地
　
杉
山
ビ
ル

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ

二
〇
一
号
室

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
み
な

し
）
、
介
護
予
防
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
み
な
し
）
、
介
護
予

防
訪
問
看
護
（
み
な
し

）
、
居
宅
療
養
管
理
指

導
（
み
な
し
）
、
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
み
な
し
）
、
訪
問
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（

み
な
し
）
、
訪
問
看
護

（
み
な
し
）

四
つ
葉
薬
局

甲
州
市
塩
山
下

一
九
四
二
二
一

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
三
年

塩
山
店

塩
後
三
三
六
番

〇
一
四
五

理
指
導
（
み
な
し
）
及
五
月
一
日

地
七

び
居
宅
療
養
管
理
指
導

（
み
な
し
）

訪
問
リ
ハ
ビ
リ

北
杜
市
武
川
町

一
九
五
一
〇
八

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
平
成
二
十
三
年

テ
ー
シ
ョ
ン

柳
澤
七
四
〇
番

〇
〇
二
五

ョ
ン
及
び
介
護
予
防
訪
五
月
十
一
日

フ
ル
リ
ー
ル
む

地
一

問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

か
わ

ン

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

北
杜
市
小
淵
沢

一
九
七
一
九
〇

通
所
介
護
及
び
介
護
予
平
成
二
十
三
年

さ
ん
り
ん
舎

町
松
向
一
〇
四

〇
四
〇
〇

防
通
所
介
護

五
月
十
四
日

小
淵
沢

四
番
地
一

ハ
ッ
ピ
ー
ホ
ー

笛
吹
市
八
代
町

一
九
七
一
八
〇

通
所
介
護
及
び
介
護
予
平
成
二
十
三
年

ム
　
八
代
デ
イ

南
八
八
一
番
地

〇
六
六
七

防
通
所
介
護

五
月
十
六
日

サ
ー
ビ
ス
セ
ン

一

タ
ー

介
護
２
４
や
ま

笛
吹
市
八
代
町

一
九
七
一
八
〇

訪
問
介
護
及
び
介
護
予
平
成
二
十
三
年

な
し

岡
四
八
七
番
地

〇
六
五
九

防
訪
問
介
護

五
月
十
九
日

ま
た
明
日
デ
イ

南
ア
ル
プ
ス
市

一
九
七
一
六
〇

通
所
介
護
及
び
介
護
予
平
成
二
十
三
年

サ
ー
ビ
ス

百
々
二
三
五
七

〇
八
六
九

防
通
所
介
護

五
月
二
十
三
日

番
地
サ
ン
パ
ー

ク
清
水
Ｂ
棟

富
士
河
口
湖
町

南
都
留
郡
富
士

一
九
七
一
三
〇

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
三
年

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

河
口
湖
町
小
立

〇
五
六
九

五
月
三
十
一
日

セ
ン
タ
ー
ふ
れ

二
四
八
七
番
地

愛訪
問
介
護
　
鈴

中
巨
摩
郡
昭
和

一
九
七
〇
八
〇

訪
問
介
護
及
び
介
護
予
平
成
二
十
三
年

の
音

町
河
西
一
〇
三

一
〇
八
八

防
訪
問
介
護

六
月
一
日

番
地

医
療
法
人
陽
明

大
月
市
初
狩
町

一
九
一
一
四
一

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
三
年

会
　
初
狩
ク
リ

中
初
狩
一
〇
八

一
〇
〇
五

理
指
導
（
み
な
し
）
、
六
月
一
日

ニ
ッ
ク

番
地
一

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
み
な

し
）
、
介
護
予
防
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
み
な
し
）
、
介
護
予

防
訪
問
看
護
（
み
な
し

）
、
居
宅
療
養
管
理
指

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
八
十
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

七
八
一



導
（
み
な
し
）、
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
み
な
し
）
、
訪
問
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（

み
な
し
）
、
訪
問
看
護

（
み
な
し
）

上
條
内
科
ク
リ

上
野
原
市
大
野

一
九
一
二
〇
〇

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
三
年

ニ
ッ
ク

一
二
八
四
番
地

〇
二
一
一

理
指
導
（
み
な
し
）
、
六
月
一
日

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
み
な

し
）
、
介
護
予
防
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
み
な
し
）
、
介
護
予

防
訪
問
看
護
（
み
な
し

）
、
居
宅
療
養
管
理
指

導
（
み
な
し
）、
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
み
な
し
）
、
訪
問
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（

み
な
し
）

シ
ョ
ー
ト
ス
テ

大
月
市
初
狩
町

一
九
七
一
四
〇

短
期
入
所
生
活
介
護
及
平
成
二
十
三
年

イ
や
ま
び
こ

中
初
狩
三
二
七

〇
五
一
八

び
介
護
予
防
短
期
入
所
六
月
八
日

四
番
地
四
五

生
活
介
護

株
式
会
社
和

南
都
留
郡
富
士

一
九
七
一
三
〇

訪
問
入
浴
介
護
及
び
介
平
成
二
十
三
年

訪
問
入
浴
サ
ー

河
口
湖
町
船
津

〇
五
七
七

護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
六
月
十
四
日

ビ
ス
富
士
吉
田

四
八
九
九
番
地

さ
く
ら
訪
問
介

南
ア
ル
プ
ス
市

一
九
七
一
六
〇

訪
問
介
護

平
成
二
十
三
年

護

藤
田
三
〇
四
番

〇
八
七
七

六
月
二
十
日

地

指
定
居
宅
介
護

南
都
留
郡
西
桂

一
九
七
一
三
〇

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
三
年

支
援
事
業
所
ケ

町
倉
見
一
九
九

〇
四
七
八

六
月
二
十
日

ア
プ
ラ
ン
ひ
か

番
地

り小
池
医
院

南
ア
ル
プ
ス
市

一
九
一
一
六
〇

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
三
年

小
笠
原
一
七
一

〇
六
四
九

理
指
導
（
み
な
し
）
、
六
月
三
十
日

七
番
地
一

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
み
な

し
）
、
介
護
予
防
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
み
な
し
）
、
介
護
予

防
訪
問
看
護
（
み
な
し

）
、
居
宅
療
養
管
理
指

導
（
み
な
し
）
、
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
み
な
し
）
、
訪
問
看

護
（
み
な
し
）

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

南
巨
摩
郡
身
延

一
九
七
〇
七
〇

介
護
予
防
通
所
介
護

平
成
二
十
三
年

セ
ン
タ
ー
む
ぎ

町
上
八
木
沢
五

〇
六
八
六

七
月
一
日

の
穂

七
五
番
地

ケ
ア
プ
ラ
ン
上

韮
崎
市
藤
井
町

一
九
七
〇
九
〇

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
三
年

野

駒
井
九
一
〇
番

〇
二
七
八

七
月
一
日

地

福
祉
用
具
貸
与

甲
府
市
千
塚
一

一
九
七
〇
一
〇

福
祉
用
具
貸
与
、
介
護
平
成
二
十
三
年

事
業
所
　
と
き

丁
目
二
番
一
号

三
一
五
四

予
防
福
祉
用
具
貸
与
、
七
月
一
日

め
き

特
定
福
祉
用
具
販
売
、

特
定
介
護
予
防
福
祉
用

具
販
売

玉
穂
ふ
れ
あ
い

中
央
市
成
島
二

一
九
一
二
三
一

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
平
成
二
十
三
年

診
療
所

四
三
九
番
地
一

〇
一
五
六

ョ
ン
及
び
介
護
予
防
訪
七
月
一
日

問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン

フ
ォ
レ
ス
ト
小

甲
府
市
上
町
一

一
九
七
〇
一
〇

通
所
介
護
及
び
介
護
予
平
成
二
十
三
年

瀬
デ
イ
サ
ー
ビ

二
一
一
番
地
二

三
一
四
七

防
通
所
介
護

七
月
一
日
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梨
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ス
セ
ン
タ
ー

南
ア
ル
プ
ス
市

南
ア
ル
プ
ス
市

一
九
七
一
六
〇

短
期
入
所
生
活
介
護
及
平
成
二
十
三
年

宮
沢
介
護
施
設

宮
沢
一
五
二
番

〇
八
九
三

び
介
護
予
防
短
期
入
所
七
月
一
日

地

生
活
介
護

甲
州
茶
話
本
舗

富
士
吉
田
市
上

一
九
七
一
二
〇

通
所
介
護

平
成
二
十
三
年

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

吉
田
三
六
二
〇

〇
四
九
六

七
月
一
日

あ
か
ふ
じ
亭

番
地

石
和
武
井
歯
科

笛
吹
市
石
和
町

一
九
三
一
八
〇

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
三
年

医
院

川
中
島
五
〇
八

〇
四
三
五

理
指
導
（
み
な
し
）
、
七
月
一
日

番
地

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
み
な

し
）
、
介
護
予
防
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
み
な
し
）
、
介
護
予

防
訪
問
看
護
（
み
な
し

）
、
居
宅
療
養
管
理
指

導
（
み
な
し
）
、
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
み
な
し
）
、
訪
問
看

護
（
み
な
し
）

い
ち
い
調
剤
薬

韮
崎
市
旭
町
上

一
九
四
〇
九
一

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
三
年

局

條
南
割
三
三
一

〇
三
一
六

理
指
導
（
み
な
し
）
及
七
月
一
日

四
番
地
二
四
一

び
居
宅
療
養
管
理
指
導

（
み
な
し
）

け
や
き
調
剤
薬

甲
府
市
増
坪
町

一
九
四
〇
一
一

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
三
年

局

五
四
一
番
地
一

三
七
三
九

理
指
導
（
み
な
し
）
及
七
月
一
日

び
居
宅
療
養
管
理
指
導

（
み
な
し
）

た
け
の
こ
薬
局

甲
府
市
蓬
沢
町

一
九
四
〇
一
〇

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
三
年

一
〇
九
九
番
地

三
七
四
八

理
指
導
（
み
な
し
）
及
七
月
一
日

五

び
居
宅
療
養
管
理
指
導

（
み
な
し
）

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

南
ア
ル
プ
ス
市

一
九
七
一
六
〇

通
所
介
護

平
成
二
十
三
年

す
ご
ろ
く

江
原
二
〇
三
番

〇
八
八
五

七
月
九
日

地
四

サ
ン
テ
ヘ
ル
パ

笛
吹
市
一
宮
町

一
九
七
一
八
〇

訪
問
介
護
及
び
介
護
予
平
成
二
十
三
年

ー
ス
テ
ー
シ
ョ

南
野
呂
四
二
二

〇
六
七
五

防
訪
問
介
護

七
月
十
九
日

ン

番
地
一

あ
い
清
里

北
杜
市
高
根
町

一
九
七
一
九
〇

通
所
介
護
及
び
介
護
予
平
成
二
十
三
年

村
山
北
割
一
三

〇
四
三
四

防
通
所
介
護

八
月
一
日

九
一
番
地
一

小
菅
村
指
定
訪

北
都
留
郡
小
菅

一
九
七
一
五
〇

訪
問
介
護

平
成
二
十
三
年

問
介
護
事
業
所

村
六
〇
二
七
番

〇
二
二
六

八
月
一
日

地

小
菅
村
指
定
介

北
都
留
郡
小
菅

一
九
七
一
五
〇

介
護
予
防
訪
問
介
護

平
成
二
十
三
年

護
予
防
訪
問
介

村
六
〇
二
七
番

〇
二
二
六

八
月
一
日

護
事
業
所

地

く
る
み
薬
局

甲
府
市
池
田
一

一
九
四
〇
一
一

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
三
年

丁
目
一
一
番
五

三
七
五
四

理
指
導
（
み
な
し
）
及
八
月
一
日

号

び
居
宅
療
養
管
理
指
導

（
み
な
し
）

小
松
小
児
科
医

甲
府
市
池
田
一

一
九
一
〇
一
〇

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
三
年

院

丁
目
一
一
番
七

五
六
六
五

理
指
導
（
み
な
し
）
、
八
月
一
日

号

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
み
な

し
）
、
介
護
予
防
訪
問

看
護
（
み
な
し
）
、
居

宅
療
養
管
理
指
導
（
み

な
し
）
、
訪
問
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
み
な

し
）
、
訪
問
看
護
（
み
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な
し
）

は
つ
か
り
薬
局

大
月
市
初
狩
町

一
九
四
一
四
一

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
三
年

中
初
狩
一
一
〇

〇
三
〇
八

理
指
導
（
み
な
し
）
及
八
月
一
日

番
地
二

び
居
宅
療
養
管
理
指
導

（
み
な
し
）

居
宅
介
護
支
援

甲
斐
市
篠
原
八

一
九
七
一
七
〇

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
三
年

事
業
所
ア
ロ
ハ

四
五
番
地
一

〇
四
五
三

八
月
八
日

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

甲
府
市
住
吉
四

一
九
七
〇
一
〇

通
所
介
護
及
び
介
護
予
平
成
二
十
三
年

あ
っ
と
ほ
ー
む

丁
目
二
〇
番
一

三
一
六
二

防
通
所
介
護

八
月
十
六
日

五
号

居
宅
介
護
支
援

甲
斐
市
大
下
条

一
九
七
一
七
〇

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
三
年

事
業
所
　
げ
ん

九
五
六
番
一

〇
四
六
一

八
月
二
十
二
日

き
甲
斐

あ
い
双
葉

甲
斐
市
岩
森
一

一
九
七
一
七
〇

通
所
介
護
及
び
介
護
予
平
成
二
十
三
年

三
九
二
番
地
二

〇
四
七
九

防
通
所
介
護

九
月
一
日

さ
い
デ
イ
サ
ー

南
巨
摩
郡
身
延

一
九
七
〇
七
〇

通
所
介
護
及
び
介
護
予
平
成
二
十
三
年

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

町
切
石
四
二
一

一
一
四
八

防
通
所
介
護

九
月
一
日

み
の
ぶ

番
地
一

福
祉
用
具
貸
与

南
巨
摩
郡
身
延

一
九
七
〇
七
〇

福
祉
用
具
貸
与
及
び
介
平
成
二
十
三
年

事
業
所
　
さ
い

町
切
石
四
二
一

一
一
六
三

護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
九
月
一
日

番
地
一

特
定
福
祉
用
具

南
巨
摩
郡
身
延

一
九
七
〇
七
〇

特
定
福
祉
用
具
販
売
及
平
成
二
十
三
年

販
売
事
業
所

町
切
石
四
二
一

一
一
六
三

び
特
定
介
護
予
防
福
祉
九
月
一
日

さ
い

番
地
一

用
具
販
売

居
宅
介
護
支
援

南
巨
摩
郡
身
延

一
九
七
〇
七
〇

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
三
年

事
業
所
　
さ
い

町
切
石
四
二
一

一
一
五
五

九
月
一
日

番
地
一

特
定
非
営
利
活

南
巨
摩
郡
身
延

一
九
七
〇
七
〇

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
三
年

動
法
人
介
護
屋

町
下
山
一
一
三

一
一
二
二

九
月
一
日

き
わ
み
　
し
も

七
五
番
地
六

や
ま
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業

所居
宅
介
護
支
援

甲
府
市
宝
一
丁

一
九
七
〇
一
〇

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
三
年

事
業
所
ケ
ア
フ

目
二
三
番
一
八

三
一
七
〇

九
月
一
日

リ
ー
ラ
イ
フ

号

あ
お
ぞ
ら
ヘ
ル

南
ア
ル
プ
ス
市

一
九
七
一
六
〇

訪
問
介
護
及
び
介
護
予
平
成
二
十
三
年

パ
ー
ス
テ
ー
シ

下
宮
地
六
九
五

〇
九
〇
一

防
訪
問
介
護

九
月
一
日

ョ
ン

番
地
二

シ
ョ
ー
ト
ス
テ

甲
府
市
横
根
町

一
九
七
〇
一
〇

短
期
入
所
生
活
介
護
及
平
成
二
十
三
年

イ
横
根

一
一
七
三
番
地

三
一
九
六

び
介
護
予
防
短
期
入
所
九
月
一
日

七

生
活
介
護

ひ
だ
ま
り
デ
イ

都
留
市
田
野
倉

一
九
七
一
一
〇

通
所
介
護
及
び
介
護
予
平
成
二
十
三
年

サ
ー
ビ
ス
セ
ン

五
七
四
番
地
二

〇
三
一
六

防
通
所
介
護

九
月
一
日

タ
ー

す
み
れ
薬
局
下

富
士
吉
田
市
下

一
九
七
一
二
〇

居
宅
療
養
管
理
指
導
及
平
成
二
十
三
年

吉
田
店

吉
田
七
九
一
番

〇
五
〇
四

び
介
護
予
防
居
宅
療
養
九
月
一
日

地

管
理
指
導

ア
ト
ム
薬
局

甲
府
市
宮
原
町

一
九
四
〇
一
一

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
三
年

大
里
店

二
一
一
番
地
一

三
七
六
二

理
指
導
（
み
な
し
）
及
九
月
一
日

び
居
宅
療
養
管
理
指
導

（
み
な
し
）

イ
リ
ス
薬
局

韮
崎
市
若
宮
一

一
九
四
〇
九
一

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
三
年

丁
目
二
番
五
〇

〇
三
二
四

理
指
導
（
み
な
し
）
及
九
月
一
日

号
　
韮
崎
市
民

び
居
宅
療
養
管
理
指
導

交
流
セ
ン
タ
ー

（
み
な
し
）

三
階
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梨
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甲
府
中
村
歯
科

甲
府
市
国
母
八

一
九
三
〇
一
〇

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
三
年

丁
目
二
七
番
八

三
四
三
五

理
指
導
（
み
な
し
）
、
九
月
一
日

号

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
み
な

し
）
、
介
護
予
防
訪
問

看
護
（
み
な
し
）
、
居

宅
療
養
管
理
指
導
（
み

な
し
）
、
訪
問
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
み
な

し
）
、
訪
問
看
護
（
み

な
し
）

日
本
調
剤
　
つ

都
留
市
四
日
市

一
九
四
一
一
一

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
三
年

る
薬
局

場
三
五
九
番
地

〇
三
一
二

理
指
導
（
み
な
し
）
及
九
月
一
日

九
二

び
居
宅
療
養
管
理
指
導

（
み
な
し
）

岩
下
内
科
医
院

韮
崎
市
若
宮
一

一
九
一
〇
九
〇

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
三
年

丁
目
二
番
五
〇

〇
七
一
九

理
指
導
（
み
な
し
）
及
九
月
五
日

号
　
韮
崎
市
民

び
居
宅
療
養
管
理
指
導

交
流
セ
ン
タ
ー

（
み
な
し
）

三
階

居
宅
介
護
支
援

甲
府
市
上
今
井

一
九
七
〇
一
〇

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
三
年

事
業
所
い
ぶ
き

町
六
五
九
番
地

三
二
〇
四

九
月
十
五
日

三

し
あ
わ
せ
ホ
ー

甲
斐
市
篠
原
三

一
九
七
一
七
〇

短
期
入
所
生
活
介
護
及
平
成
二
十
三
年

ム
竜
王

〇
〇
〇
番
地
一

〇
四
九
五

び
介
護
予
防
短
期
入
所
九
月
十
六
日

生
活
介
護

'

争
議
行
為
予
告
通
知
の
受
理

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山

梨
民
主
医
療
機
関
労
働
組
合
執
行
委
員
長
田
野
口
博
幸
か
ら
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
平
成
二

十
三
年
十
月
三
十
一
日
付
け
で
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
事
件

次
の
要
求
事
項
解
決
の
た
め

１
　
医
師
・
看
護
師
・
介
護
職
員
を
は
じ
め
と
す
る
医
療
・
福
祉
・
介
護
労
働
者
の
大
幅
増
員
。

２
　
生
活
を
守
る
賃
金
と
雇
用
の
確
保
。
大
幅
な
一
時
金
の
獲
得
、「
成
果
主
義
賃
金
」「
業
績
評

価
制
度
」
の
導
入
反
対
。
不
払
い
時
間
外
労
働
の
一
掃
。
下
請
け
・
派
遣
労
働
の
導
入
・
拡
大
反

対
。

３
　
長
時
間
・
二
交
代
制
勤
務
反
対
。
夜
勤
交
代
制
労
働
者
の
「
一
日
八
時
間
以
内
、
週
三
十
二
時

間
、
勤
務
間
隔
十
二
時
間
以
上
」
勤
務
実
現
。

二
　
日
時

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
一
日
以
降
、
要
求
解
決
ま
で
必
要
に
応
じ
て
実
施
す
る
。

三
　
場
所

甲
府
市
宝
一
丁
目
九
番
一
号
　
甲
府
共
立
病
院

笛
吹
市
石
和
町
広
瀬
六
百
二
十
三
番
地
　
石
和
共
立
病
院

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
四
十
番
地
　
巨
摩
共
立
病
院

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
四
十
番
地
の
一
　
巨
摩
共
立
歯
科
診
療
所

笛
吹
市
御
坂
町
八
千
蔵
五
百
三
十
八
番
地
の
一
　
御
坂
共
立
診
療
所

笛
吹
市
御
坂
町
八
千
蔵
五
百
三
十
五
番
地
の
一
　
御
坂
共
立
歯
科
診
療
所

北
杜
市
武
川
町
牧
原
千
三
百
七
十
一
番
地
　
武
川
診
療
所

北
杜
市
武
川
町
牧
原
千
三
百
七
十
一
番
地
　
武
川
歯
科
診
療
所

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
九
番
二
十
八
号
　
共
立
歯
科
セ
ン
タ
ー

甲
斐
市
富
竹
新
田
二
百
三
十
一
番
地
の
一
　
竜
王
共
立
診
療
所

甲
府
市
宝
一
丁
目
十
番
五
号
　
甲
府
共
立
診
療
所

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
長
澤
二
百
二
十
五
番
地
の
四
　
ま
す
ほ
共
立
診
療
所

甲
府
市
飯
田
三
丁
目
一
番
三
十
五
号
　
共
立
高
等
看
護
学
院

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
九
番
二
十
八
号
勤
医
共
駅
前
ビ
ル
四
階
　
甲
府
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

す
ず
か
け

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
九
番
二
十
八
号
勤
医
共
駅
前
ビ
ル
四
階
　
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
す
ず

か
け甲

府
市
丸
の
内
二
丁
目
九
番
二
十
八
号
勤
医
共
駅
前
ビ
ル
四
階
　
共
立
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
七
十
七
番
地
の
二
　
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
あ
ら
ぐ
さ

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
七
十
七
番
地
の
二
　
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
あ
ら
ぐ
さ

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
七
十
七
番
地
の
二
　
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
あ
ら
ぐ
さ

笛
吹
市
石
和
町
広
瀬
六
百
二
十
三
番
地
　
東
八
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ほ
ほ
え
み
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梨
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笛
吹
市
石
和
町
広
瀬
六
百
二
十
三
番
地
　
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ほ
ほ
え
み

笛
吹
市
石
和
町
広
瀬
六
百
二
十
三
番
地
　
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
ほ
ほ
え
み

笛
吹
市
御
坂
町
八
千
蔵
五
百
三
十
八
番
地
の
一
　
御
坂
八
代
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
た
ん
ぽ
ぽ

北
杜
市
武
川
町
牧
原
千
三
百
七
十
一
番
地
　
か
い
こ
ま
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

甲
斐
市
富
竹
新
田
四
百
一
番
地
の
四
　
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
や
す
ら
ぎ

甲
斐
市
富
竹
新
田
四
百
一
番
地
の
四
　
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
や
す
ら
ぎ

甲
斐
市
富
竹
新
田
四
百
一
番
地
の
一
　
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
や
す
ら
ぎ

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
九
番
二
十
八
号
勤
医
共
駅
前
ビ
ル
四
階
　
甲
府
市
中
央
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
四
十
番
地
　
巨
摩
共
立
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
い
き
や
り

笛
吹
市
石
和
町
広
瀬
六
百
二
十
三
番
地
　
通
所
介
護
事
業
所
ふ
れ
あ
い

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
長
澤
二
百
二
十
五
番
地
の
四
　
ま
す
ほ
共
立
診
療
所
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ふ
る
さ

と
大
月
市
猿
橋
町
殿
上
五
百
八
十
七
番
地
の
一
　
共
立
診
療
所
さ
る
は
し

大
月
市
猿
橋
町
殿
上
五
百
八
十
七
番
地
の
一
　
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
さ
る
は
し

大
月
市
猿
橋
町
殿
上
四
百
二
番
地
の
一
　
共
立
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
と
の
う
え

甲
府
市
若
松
町
六
番
三
十
五
号
　
共
立
介
護
福
祉
セ
ン
タ
ー
わ
か
ま
つ

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
七
十
九
番
地
　
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
も
も
そ
の

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
百
七
十
九
番
地
　
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
も
も
そ
の

南
ア
ル
プ
ス
市
小
笠
原
百
六
十
八
番
地
の
一
　
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
わ
が
や
小
笠
原
南

甲
府
市
若
松
町
六
番
三
十
五
号
　
共
立
介
護
福
祉
セ
ン
タ
ー
わ
か
ま
つ

以
上
の
病
院
、
診
療
所
、
介
護
事
業
所
を
と
り
ま
く
地
域
と
病
院
、
診
療
所
、
介
護
事
業
所
の
構

内
及
び
全
職
場
、
ま
た
は
一
部
職
場
。

四
　
概
要

三
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
、
全
体
的
あ
る
い
は
部
分
的
に
連
続
、
断
続
を
含
む
全
て
の
業
務
の

停
止
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為
と
こ
れ
に
対
す
る
妨
害
排
除
の
一
切
の
争
議
行
為
を
単

独
又
は
併
用
し
て
行
う
。

た
だ
し
、
救
急
患
者
及
び
重
症
患
者
の
為
の
保
安
要
員
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
配
置
す
る
。

'

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
樫
山

土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
退
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

退
　
任
　
年
　
月
　
日

副
理
事
長

利
根
川
　
健

北
杜
市
高
根
町
清
里
五
〇
七

平
成
二
十
三
年
八
月
九
日

理
　
　
事

小
清
水
正
美

同
　
　
　
　
　
　
三
五
四
五
―
四
六

同

九

同

浅
川
　
隆
章

同
　
　
　
　
　
　
二
四
八
一

同

同

浅
川
亥
津
弘

同
　
　
　
　
　
　
二
一
六
七

同

同

利
根
川
福
子

同
　
　
　
　
　
　
　
五
九
五

同

同

小
林
　
里
司

同
　
　
　
　
　
　
　
五
八
九

同

同

大
柴
太
賀
吉

同
　
　
　
　
　
　
二
七
〇
一

同

同

浅
川
　
一
紀

同
　
　
　
　
　
　
二
六
九
五

同

同

浅
川
　
豊
澄

同
　
　
　
　
　
　
一
九
〇
七

同

同

利
根
川
し
げ
子

同
　
　
　
　
　
　
　
五
一
三

同
　

監
　
　
事

利
根
川
喜
久

同
　
　
　
　
　
　
二
一
六
一

同

同

小
林
　
知
英

同
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
〇

同

二
　
就
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

副
理
事
長

小
林
　
里
司

北
杜
市
高
根
町
清
里
五
八
九

平
成
二
十
三
年
八
月
十
日

理
　
　
事

大
柴
太
賀
吉

同
　
　
　
　
　
　
二
七
〇
一

同

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
八
十
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

七
八
六



同

小
清
水
秀
徳

同
　
　
　
　
　
　
二
一
三
八
―
一

同

同

利
根
川
喜
久

同
　
　
　
　
　
　
二
一
六
一

同

同

利
根
川
好
正

同
　
　
　
　
　
　
　
六
五
〇

同

同

浅
川
　
敏
彦

同
　
　
　
　
　
　
三
五
四
五
―
三
三

同

九
〇

同

浅
川
　
修
一

同
　
　
　
　
　
　
二
六
九
一

同

同

利
根
川
　
浩

同
　
　
　
　
　
　
　
五
四
二

同

同

利
根
川
　
茂

同
　
　
　
　
　
　
　
五
四
三

同

同

浅
川
　
虎
太

同
　
　
　
　
　
　
二
四
九
二

同

監
　
　
事

浅
川
　
豊
澄

同
　
　
　
　
　
　
一
九
〇
七

同

同

利
根
川
　
健

同
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
七

同

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
十
月
二
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
岳
麓
土
建
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
富
士
吉
田
市
下
吉
田
五
千
四
百
五
十
三
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
小
山
田
清
高

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
―
一
八
）
第
一
七
三
九
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
九
月
六
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
十
月
二
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
星
畑
建
築
工
房

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
北
杜
市
長
坂
町
大
井
ヶ
森
九
百
五
十
六
番
地
二
十
九

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
星
畑
健
司

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
九
）
第
九
一
一
八
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
九
月
七
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
十
月
十
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
辻
緑
化
土
木
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
朝
気
三
丁
目
三
番
十
六
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
辻
宏
三

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
―
一
八
）
第
四
二
九
〇
号

四
　
処
分
の
内
容
　
造
園
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
九
月
十
二
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
八
十
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

七
八
七



山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
早
邦
建
設
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
巨
摩
郡
早
川
町
高
住
六
百
四
十
五
番
地
二
十
七

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
望
月
辰
男

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
二
〇
）
第
三
五
号

四
　
処
分
の
内
容
　
造
園
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
十
月
四
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
野
口
建
設

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
千
塚
五
丁
目
二
番
三
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
野
口
高
稔

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
八
）
第
五
三
〇
八
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
及
び
ほ
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許

可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
十
月
四
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
笹
之
池
工
務
店

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
新
田
町
十
五
番
十
三
号

３
　
清
算
人
の
氏
名
　
笹
之
池
千
秋

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
二
一
）
第
九
三
六
六
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工

事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
十
月
三
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
十
月
十
七
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
末
宣
屋
工
務
店

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
都
留
市
小
形
山
六
百
三
十
二
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
堀
内
武
昌

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
八
）
第
二
八
九
七
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業

、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
内
装
仕
上
工
事
業
及
び

水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
三
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
М
Ｋ
Ｃ

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
八
十
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

七
八
八



２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
ア
ル
プ
ス
市
小
笠
原
千
百
七
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
飯
久
保
百
合
子

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
―
一
八
）
第
二
四
四
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
六
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
輪
田
道
路

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
ア
ル
プ
ス
市
曲
輪
田
二
千
八
百
四
十
六
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
内
藤
俊
樹

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
―
二
二
）
第
四
七
五
九
号

四
　
処
分
の
内
容
　
造
園
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
四
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
マ
ル
シ
ン
建
築

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
笛
吹
市
御
坂
町
金
川
原
四
百
十
番
地
五

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
雨
宮
信
雄

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
二
三
）
第
九
〇
一
一
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
一
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
Ｊ
・
ｈ
ｏ
ｍ
ｅ
ｓ

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
上
石
田
四
丁
目
十
二
番
一
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
新
田
健
児

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
九
）
第
九
一
四
八
号

四
　
処
分
の
内
容
　
左
官
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鉄
筋
工
事
業
、
板
金
工
事
業

、
ガ
ラ
ス
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
、
防
水
工
事
業
、
熱
絶
縁
工
事
業
及
び
建
具
工
事
業
に
係
る
一
般

建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

基
本
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
三

年
十
月
十
七
日
付
け
で
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
作
業
種
類
　
基
本
測
量
（
基
盤
地
図
情
報
整
備
）

二
　
作
業
地
域
　
韮
崎
市
及
び
笛
吹
市

三
　
作
業
期
間
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

'

落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
八
十
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

七
八
九



山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

図
書
用
等
Ｉ
Ｃ
タ
グ
関
連
機
器
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
出
納
局
管
理
課
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
四
日

四
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

日
本
電
気
株
式
会
社
甲
府
支
店

山
梨
県
甲
府
市
相
生
二
丁
目
三
番
十
六
号

五
　
落
札
金
額

六
千
四
百
三
十
四
万
四
千
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
三
年
九
月
十
五
日

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
八
十
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日

七
九
〇


